
Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ①自己点検
[ 十分に行っている ]

 具体的なチェック方
法

＜札幌市における措置＞
・年１回、住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査
表に基づく自己点検の際に、本評価書の記載内容どおりの運用がなされていることのチェックを追加
し、運用状況を確認する。これにより、本評価書に記載されているファイルをすべて確認することがで
きる。
・札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査の際に、各職場において、本評価書に記載され
た本評価書に記載された事項等が順守されているかどうか、自己点検票による確認を行う。

 ②監査
[ 十分に行っている ]

 具体的な内容

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査で、本評価書に記載された事項等が遵守されて
いるかどうかの確認を実施する。内容は以下のとおり。
１　監査はすべての個人番号利用事務について実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、番号制度総括部門に報告する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
１　運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしてい
る。
２　政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたク
ラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的に
ISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
[ 十分に行っている ]

 具体的な方法

＜札幌市における措置＞
・住民基本台帳事務に携わる職員（会計年度任用職員等を含む。）に対して、初任時及び一定期間ご
とに、必要な知識の習得のための研修（個人情報保護、セキュリティ対策に関する内容を含む。）を
実施するとともに、その記録を残している。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。
・中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行ってい 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行ってい 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行ってい 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない



 ３．その他のリスク対策

＜札幌市における措置＞
【基幹系システムの場合】
情報システム部門が管理するサーバ室にて、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、情報システム
部門と委託業者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
【全事務共通】
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラ
ウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの
低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱い
について委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウド
に起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウ
ドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助
者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。


